
通学証明書（シール）について 

 

本学では、学生証の裏に通学証明書を貼付しています。 

以下の説明をよく読んで、通学定期乗車券（以下、定期券）の購入等に利用してください。 

 

■ 通学証明書について 

・ 学籍番号、氏名、現住所等を記入してください。 

・ 学生証と通学証明書の有効期限は同じです。また、卒業等により本学の在籍学生ではなくなっ

た時点で、いずれも無効となります。 

・ 通学証明書の「有効期限」は、卒業予定年度末の日付が記載されています。 

 

■ 通学証明書の更新手続き 

・ 記入した内容が変更になった場合や、本学在学中に有効期限が切れた場合は、学生支援チーム

に申し出てください。在籍状況等を確認のうえ、新しい通学証明書を配布します。 

・ 新しい通学証明書は、古い証明書を剥がして貼付してください。 

※ 複数枚の通学証明書を重ねて貼付すると、証明書発行機等のカードリーダーを通らない場合があります。 

 

■ 通学定期乗車券の購入 

・ 通学定期乗車券は、通学のために発行される乗車券です。 

・ 通学区間（現住所の最寄り駅から本学の最寄り駅）に限り、購入できます。 

・ 各公共交通機関の窓口で定期券を購入する際に、通学証明書を掲示してください。 

・ 通学区間や有効期限を偽って定期券を購入したり、定期券を人に貸与すること等は禁止され

ています。不正利用には十分に注意してください。 

※ 不正利用をした場合、多額の追徴金が課せられるだけでなく、本学学生の定期券の販売が制限されることがあ

ります。 

 

＜ 参 考 ＞ 

定期券の購入に関する詳細は、各公共交通機関のWEBサイトや窓口で確認してください。 
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